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１ 福祉用具の貸与 

(1) サービスを開始するには 

  ご利用者様からサービス開始の相談を受けた際には、必ず、下記の状況を確認 

し、適切なサービスの開始に努めてください。 

 

・福祉用具の使用が妥当であるか、また、自立支援の観点からより適切なサービ

スは無いか。 

・他のサービスとの組み合わせは妥当であるか。 

・福祉用具の種類と規格は身体状況に合っているか、より効果的な商品は無いか。 

（事業所の福祉住環境コーディネーター等と相談の上、検討してください。） 

 

(2) 対象となる方 

要支援１以上の介護認定をお持ちの方で、在宅の方が対象になります。 

（入院中、施設入所中の方は対象外です。） 

 

※ 介護認定の申請中の方は、ご利用者様の同意のもと暫定プランを作成し、サ

ービス提供を開始してください。非該当の場合は全額自己負担になります。 

 

(3) 対象となる事業所 

福祉用具貸与の事業所は、各都道府県の登録事業所に限られます。 

それ以外の事業所で貸与した場合は、保険給付の対象外です。 

なお、苫小牧市内にある北海道の登録事業所の一覧はＰ２０に書いてありま

す。（事業所一覧は、令和４年２月２８日現在のものです） 

 

(4) 対象となる種目 

介護保険の福祉用具貸与の対象となるのは、次の表のとおりです。要介護度に

応じて、利用できる種目が異なります。 

 

※ 似た名前の商品であっても、この条件を満たさないものは、保険給付の対象

外です。 
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表１ 要支援１以上で貸与できる福祉用具 

種目 規格  

歩行補助つえ 松葉づえ 

カナディアン・クラッチ 

ロフストランド・クラッチ 

プラットホームクラッチ 

多点杖 

の、いずれか 

 

歩行器 車輪があるものは、体の前及び 

左右を囲む把手(フレーム、ハ 

ンドグリップ)等があるもの 

四脚があるものは、上肢で保持 

して移動させることができるもの 

 

手すり※ 

 

次のいずれかに該当するもので、取

り付けに工事を伴わないもの 

 

① 居室の床に置いて使用 

することで転倒予防や移動、移乗が

できるようになることを目的とす

るもの 

② 便器またはポータブル 

トイレを囲んで据え置くことで座

位保持、立ち上がりなどができるよ

うになるもの 

 

スロープ※ 段差解消のためのもので、取り付け

に工事を伴わないもの 

 

 

 

 

※手すり・スロープについて、取り付け工事を伴うものは住宅改修の対象になります。 
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表２ 要介護２以上※で貸与できる福祉用具 

種目 規格  

車いす 

車いす付属品 

(車いす)下記①～③のいずれか 

① 自走用標準型車いす 

② 普通型電動車いす 

③ 介助用標準車いす 

(車いす付属品) 

クッション、電動補助装置などで、

車いすと一体的に使用されるもの 

① クッションまたはパッド 

② 電動補助装置 

(電動装置駆動力補助) 

③ テーブル 

④ ブレーキ 

 

特殊寝台 

特殊寝台付属品 

（特殊寝台） 

サイドレールが取り付けてあるも

の または、取り付けることが可能

なもので、①②いずれかの機能を有

するものであるもの 

①背部または脚部の傾斜角度が調

整できる機能 

②床板の高さが無段階に調整でき

る機能 

（特殊寝台付属品） 

マットレス、サイドレール等であっ

て、特殊寝台と一体的に使用される

もの 

①サイドレール 

②マットレス 

③ベッド用手すり 

④テーブル 

⑤スライディングボード、スライデ

ィングマット 

⑥介助用ベルト 

（入浴介助ベルトは除く） 
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床ずれ防止用具 次のいずれかに該当するもの 

①送風装置または空気圧調整装置

を備えた空気マット 

②水などによって減圧による体圧

分散効果をもつ全身用のマット 

 

体位変換器 空気パッド等を身体の下に挿入す

ることにより、居宅要介護者等の体

位を容易に変換できる機能を有す

るもの。 

（体位の保持のみを目的とするも

のを除く。） 

 

認知症老人徘徊 

感知器 

認知症である老人が屋外へ出よう

とした時等、センサーにより感知

し、家族、隣人等へ通報するもの。 

 

 

 

 

移動用リフト 

(吊り具部分は、福

祉用具購入対象商

品になります) 

床走行式、固定式または据置式であ

り、かつ、身体を吊り上げまたは体

重を支える構造を有するものであ

って、その構造により、自力での移

動が困難な者の移動を補助する機

能を有するもの。 

（取付に住宅の改修を伴うものを

除く） 
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表３ 要介護４以上※で貸与できる福祉用具 

種目 規格  

自動排せつ処理機 

(レシーバー、チュ

ーブ、タンク等の交

換可能部品は福祉用

具購入対象商品にな

ります) 

尿または便が自動的に吸引

されるものであり、かつ尿

や便の経路を分割すること

が可能な構造を有するもの

であって、居宅介護者等ま

たはその介護を行う者が容

易に使用できるもの。 

 

 

※ 要介護１以下（自動排せつ処理装置の場合は要介護３以下)の場合、表２、表３の福

祉用具は原則、貸与の対象外となりますが、医師が必要性を認める場合などは、例

外的に貸与の利用ができます。詳しくは、Ｐ１１をご覧ください。 
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(５) サービスの請求について 

  福祉用具の費用は月額請求になります。月途中で利用開始又は停止をした場

合は、原則日割計算の扱いになりますが、福祉用具貸与事業所により扱いが異な

るため、契約時に事業所にご相談ください。 

 

(６) 居宅介護（介護予防）サービス計画への記載 

居宅介護（介護予防）サービス計画（以下、ケアプラン）への記載及び支援経

過の記録にあたって、下記の点に必ず気を付けてください。 

 

・ご利用者様やご家族から確認した内容、サービス提供の予定をケアプランに記

載し、ご利用者様とご家族から同意を得てください。 

  なお、同意日は貸与（サービス提供）開始前になるよう気を付けてください。 

・特に要介護度が軽度な場合のご利用者様については「医師から確認した日付」

「主治医の名前・病院名・診療科名」「医師の所見・ケアマネジャーの所見」

をケアプランに明記してください。 

・福祉用具の名称は正式に記載してください（例 ×介護ベッド→〇特殊寝台） 

・福祉用具貸与の理由を明確にし、第２表「サービス内容」に記載してください。 

  

【理由の記載例】 

「〇〇〇の状態のため、△△△（福祉用具の名称）が必要である」 

など、利用者の心身の状況を具体的に記載してください。 

 

 (７) 介護度が軽度な方の福祉用具の利用について 

要支援１・２、要介護１（自動排せつ処理装置については要介護２・３も含む）

の方について、その状態像から見て使用が想定されにくい種目は、原則として保

険給付の対象外です。 

ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある方※については、保

険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。確認方法の流れはＰ１１をご

確認ください。               

 

※ 「種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある方」は、下記のいずれかの

方法により判断します。 
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① 直近の認定調査票の基本調査結果が「厚生労働大臣が定める者のイ（Ｐ1２- 

1３）」に対応する基本調査の結果に該当する場合 

  ⇒例外的に保険給付を受けることができます。 

（ケアプランの第２表「サービス内容」に基本調査結果の内容を簡潔に明記し 

てください。） 

 

② 「厚生労働大臣が定める者のイ（Ｐ1２-1３）」に対応する基本調査結果が無

い場合で、主治医から得た情報及びサービス担当者会議を通じた適正なケア

マネジメントを踏まえ、Ｐ1２-1３の表４「☆」欄に該当し、ケアマネジャー

が必要性を判断した場合 

  ⇒例外的に保険給付を受けることができます。 

この場合「軽度者の福祉用具貸与申請書」の提出は必要ありません。 

（ケアプランの第２表「サービス内容」に判断根拠を明記してくださ 

い） 

 

③ 上記①②に該当しないが、医学的な所見に基づき判断され、サービス担当者 

会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要であ

ると判断されており、下記のいずれかに該当する場合 

 

  ⇒例外的に保険給付を受けることができます。 

苫小牧市介護福祉課に「軽度者の福祉用具貸与申請書」を提出してくださ 

い。 

  

・疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯に 

よって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する 

 

・疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が  

必要な状態に該当することが見込まれる 

 

・疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避 

等医学的判断から福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる 
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☆軽度者の福祉用具貸与申請について☆ 

下記の書類を揃えて、必要事項を記入して苫小牧市介護福祉課に提出してくだ

さい。必ずサービス開始時には提出してください。暫定でサービス利用を開始して

いた方は、要介護度が決まってから提出してください。 

 

・軽度者に係る福祉用具貸与申出書兼確認書（Ｐ２１参照） 

 ※ホームページからダウンロード可能です。 

苫小牧市役所介護福祉課→「各種申請書ダウンロード」の 

「申請書類（事業所向け）」Ｎｏ．７をご利用ください。 

 

・サービス担当者会議の要点の写し 

・医師の医学的な所見のわかる書類・・・下記のいずれか１点 

◇主治医意見書の写し  

◇医師の診断書の写し  

◇ケアプランの写し（医師から聴取した内容を記録したもの※） 

 

※ 「医師から確認した日付」「主治医の名前・病院名・診療科名」「医師の所

見・ケアマネジャーの所見」「福祉用具名の種別(貸与する種別全て)」を必ず

明記してください。  
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図１ 軽度者の福祉用具貸与に係るフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽度者（要支援１・２、要介護１）である 

※自動排せつ処理装置については、要介護２・３も含む 

「厚生労働大臣が定める者のイ」に 

対応する基本調査の結果に該当 

（次のページの表４ 参照） 

 

または 

 

主治医から得た情報及びサービス担当者

会議を通じた適正なケアマネジメントを

踏まえ、Ｐ1２-13 の表４「☆」欄に該

当し、必要性を判断した 

 

 

軽度者に係る福祉用具

確認申請書の 

提出は不要です。 

医学的な所見に基づき、下記の①～③のいずれかに該当することが判断され、 

サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が

特に必要であると判断されている 

 

①疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によ

って、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者 

 

②疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が

必要な状態に該当することが見込まれる者 

 

③疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等

医学的判断から福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者 

軽度者に係る福祉用具確認申請書

を、提出してください。 
×介護保険に基づく福祉用具貸与の

対象外になります。 

はい 

はい 

はい いいえ 

いいえ 

いいえ 
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表４ 「厚生労働大臣が定める者のイ」に対応する基本調査の結果 

品目 厚生労働省大臣が定める者のイ 

厚生労働省が定める者の

「イ」に該当する基本調査の

結果 

車いす及び 

車いす付属

品 

次のいずれかに該当する者 

(１)日常的に歩行が困難な者 

基本調査１－７「歩行」が 

「３．できない」 

(２)日常生活範囲における移動の支援が特

に必要と認められる者 
☆ 

特殊寝台 

及び 

特殊寝台付

属品 

次のいずれかに該当する者 

(１)日常的に起き上がりが困難な者 

基本調査１－４「起き上がり」

が「３．できない」 

(２)日常的に寝返りが困難な者 

基本調査１－３「寝返り」

が「３．できない」 

床ずれ防止

用具 

及び体位変

換器 

日常的に寝返りが困難な者 

認知症老人

徘徊感知機

器 

次のいずれにも該当する者 

(１)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理

解のいずれかに支障がある者 

 

①～③いずれかに該当 

 

①基本調査３－１「意思の伝

達」が 

「１．調査対象者が意見を他者

に伝達できる」以外 

②基本調査３－２～３－７ 

のいずれかが「２．できない」 

③基本調査３－８～４－１５

のいずれかが 

「１．ない」以外 

 

※他、主治医意見書において認

知症の症状がある旨が記載さ

れている場合も含む。 

(２)移動において全介助を必要としない者 
基本調査２－２「移動」が「全

介助」以外。 
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移動用リフ

ト 

(つり具の部

分を除く) 

次のいずれかに該当する者 

(１)日常的に立ち上がりが困難な者 

基本調査１－８「立ち上がり」

が「３．できない」 

(２)移乗が一部介助又は全介助を必要とす

るもの 

基本調査２－１「移乗」が 

「３．一部介助」又は 

「４．全介助」 

(３)生活環境において段差の解消が必要と

認められる者 
☆ 

自動排せつ

処理装置 

次のいずれにも該当する者 

(１)排便が全介助を必要とする者 

基本調査２－６「排便」が 

「４．全介助」 

(２)移乗が全介助を必要とする者 
基本調査２－１「移乗」が 

「４．全介助」 

 

☆ は、「厚生労働大臣が定める者のイ（Ｐ1２-1３）」に対応する基本調査結果

が無いため、主治医から得た情報及びサービス担当者会議を通じた適正なケ

アマネジメントを踏まえ、要件に該当し、ケアマネジャーが必要性を判断し

た場合は貸与を認められます。 

  



14 

 

２ 福祉用具の購入 

(1) サービスを開始するには 

ご利用者様からサービス開始の相談を受けた際には、必ず、下記の状況を確

認し適切なサービスの開始に努めてください。 

 

・福祉用具の使用が妥当であるか、また、自立支援の観点からより適切なサービ

スは無いか 

・他のサービスとの組み合わせは妥当であるか 

・福祉用具の種類と規格は身体状況に合っているか、より効果的な商品は無いか

（事業所の福祉住環境コーディネーター等と相談の上、検討してください） 

 

(2) 対象になる方 

要支援１以上の介護度をお持ちの方で、在宅の方が対象になります。 

（入院中、施設入所中の方は原則、対象外になります） 

 

※介護認定の申請中の方は、ご利用者様の同意のもと、暫定プランを作成して

サービス提供を開始してください。非該当の場合は全額自己負担になります。 

 

 (3) 対象となる事業所 

福祉用具購入の事業所は、各都道府県の登録事業所に限られます。 

それ以外の事業所で購入した場合は、保険給付の対象外です。 

なお、苫小牧市内にある北海道の登録事業所の一覧はＰ２０に書いてありま

す。（事業所一覧は、令和４年２月２８日現在のものです） 

 

 

(4) 対象となる種目 

  介護保険の福祉用具購入の対象となるのは、次の表の商品になります。似た名

前の種目・品目であっても、この条件を満たさないものは、保険給付の対象外で

す。 

また、１年間(４月～翌３月)に購入できる金額は１０万円までで、かつ、年度

内の同一品目の商品の複数購入は原則、認められていません。 
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表５ 介護保険の福祉用具購入の対象となる福祉用具一覧 

種目 品目 商品名 

腰掛便座 和式便器の上に置いて腰

掛式に変換するもの 

補助便座(和式用)

など 

 

洋式便器の上に置いて高

さを補うもの 

補高便座など  

電動式又はスプリング式

で便座から立ち上がる際

に補助できるもの 

補助便座など  

便座、バケツ等からなり、

移動可能である便器 

（居室に置いて利用可能

であるものに限る） 

 

ポータブルトイ

レ、家具調トイレ 

など 

 

 

 

自動排せつ処理

装置の交換可能

部品 

尿や便の経路となるもの

であって、居宅要介護者や

介助者が容易に交換でき

るもの 

レシーバー、チュ

ーブ、タンクなど 

 

入浴補助用具 入浴用椅子 

座面の高さがおおむね３

５センチメートル以上の

もの、又はリクライニング

機能を有するもの 

シャワーチェア、

シャワー用椅子、

浴槽台※、シャワー

キャリーなど 

 

浴槽用手すり 

浴槽の縁を挟み込んで固

定することができるもの  

入浴グリップ 

など 

 

 

浴槽内椅子 

浴槽内に置いて利用する

ことができるもの 

浴槽内椅子、 

浴槽台※など 

 

※ 浴槽台は、対象となるいずれかの商品の規格を満たす場合に承認します。 

購入理由欄に、用途を明記してください。 
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入浴台 

浴槽の縁にかけて浴槽の

出入りを容易にすること

ができるもの 

浴槽ボードなど  

浴室内すのこ 

浴室内に置いて浴室の床

の段差の解消を図ること

ができるもの 

すのこ、浴室ボー

ドなど 

 

浴槽内すのこ 

浴槽内に置いて浴槽の底

面の高さを補うもの 

すのこ、浴槽ボー

ドなど 

 

入浴用介助ベルト 

居宅要介護者等の身体に

直接巻き付けて使用する

ものであって、浴槽への出

入り等を容易に介助する

ことができるもの 

介助ベルト  

簡易浴槽 空気式又は折り畳み式等

で容易に移動できるもの

であって、取水又は排水の

ために工事を伴わないも

の 

簡易浴槽など  

移動用リフトの

吊り具の部分 

身体に適合するもので、移

動用リフトに連結可能な

もの 

スリング、吊り具

など 
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(５) 支払い方法 

 ・ご利用者様が自己負担分を支払い、保険給付分は事業所にお支払いする場合 

→受領委任払の手続き方法をご確認ください（下記参照） 

  

・ご利用者様が購入金額の全額を一旦支払い、保険給付分はご利用者様にお支払

いする場合 

→償還払の手続き方法をご確認ください（Ｐ１８ 参照） 

 

受領委任払 

１～３割(１０万円を超えた場合は、超えた分も含む)をご利用者様が事業所に支

払い、介護保険給付分(９～７割)を、市役所が事業所にお支払いする方法です。 

支払日は、申請書を市役所が受理した翌月の２５日頃になります。 

 

【手続きの方法】購入前、購入後にそれぞれ「事前申請」「事後申請」が必要です 

 

① 事前申請・・・必ず、福祉用具の購入前に行ってください 

(必要なもの) 

・受領委任方式申出書兼事前確認書（Ｐ２２の様式をご利用ください） 

・購入する商品の規格と参考価格の分かるカタログ、パンフレット等の写し 

（購入予定価格が、カタログ等記載の参考価格を上回る場合は承認できません） 

・見積書(事業所の押印のあるもの)  

（見積書の宛名は、ご利用者様宛。ただし生活保護の方は「苫小牧市長宛（〇

〇様分）」と記載してください） 

・居宅介護(支援)福祉用具購入確認書（必要な方のみ）※ 

 

※ 入院中、施設入所中の方でも、今後在宅に戻る予定の方については「居宅介

護(支援)福祉用具購入確認書」を事前申請書に添付の上、入院中・施設入所中

に福祉用具を購入することができます。 

ただし、在宅に戻られなかった場合は全額自己負担となります。 

 

② 事後申請・・・必ず、福祉用具を購入した後に行ってください 

(必要なもの) 

・事前申請の際に提出した書類一式（市役所からの承認印の押印があるもの） 

・福祉用具購入費支給申請書（受領委任専用）（Ｐ２３の様式をご利用ください） 

・請求書(事業所の押印のあるもの) 
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・領収書(事業所の押印のあるもの)…生活保護の方は領収書の添付は不要です 

・居宅サービス計画書（「理由確認欄」の購入理由を記載しない場合のみ） 

※ 請求書／領収書の宛名は、ご利用者様 宛(生活保護の方は「苫小牧市長」宛) 

※ 請求書／領収書の金額は、ご利用者様が負担した１～３割の金額を記入 

(１０万円を超えた場合は、差額も含めた金額を記入) 

 

 

償還払 

ご利用者様が購入金額の全額を一旦、事業所に支払った後、介護保険給付分（９

～７割）を、市役所がご利用者様の口座にお支払いする方法です。 

支払日は、申請書を市役所が受理した翌月の２５日頃になります。 

 

【手続きの方法】購入後に下記の書類を窓口に提出してください 

 

(必要なもの) 

・介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書（償還払用） 

 （Ｐ２４の様式をご利用ください） 

・購入した商品の規格と参考価格の分かるカタログ、パンフレット等の写し 

・請求書（事業所の押印のあるもの） 

・領収書（事業所の押印のあるもの） 

・ケアプラン（「理由確認欄」の購入理由を記載しない場合のみ） 

 

※ 請求書／領収書の宛名は、ご利用者様 宛 

※ 請求書／領収書の金額は、ご利用者様が負担した金額を書いてください 

 

 

  

振込先は原則、ご利用者様の口座になりますが、別の振込先を指定する場合

は、委任状（Ｐ２６参照）を併せて提出してください。 
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(６) 福祉用具購入の理由について 

福祉用具購入費支給申請書（受領委任専用） 及び 介護保険居宅介護（介護予

防）福祉用具購入費支給申請書（償還払用）には、福祉用具購入理由を必ず明記

してください。（理由が不適切な場合は受理しません） 

理由の記載を省略したい場合は、ケアプランの添付に代えることができます

が、ケアプランの内容が不適切な場合、プラン作成の観点から指導を行う場合が

あります。 

 

【認められない購入理由の例】 

× 前回購入したものが破損したため  

 ☞破損を主な理由とした購入理由は認められません。あくまでも本人の身体 

の状態と予防支援の観点に応じた理由を書いてください。 

 

× 「具体的な困難な状態」「購入による効果と改善目標」が漠然としている。 

又はどちらかが抜けている。 

（例：歩行が困難であり危険なため／安全に入浴をするため） 

（例：入浴をして体を清潔に保つため／自宅の風呂に入るため） 

 ☞「現在の状況、困っていること、自立支援を観点とした目標」が漠然とした

（又は項目が不足している）理由は認められません。本人の身体の状態と、

福祉用具の利用により改善を図るための目標を具体的に書いてください。 

 

 × （補高便座）ウォシュレットで清潔に保つため 

  ☞ウォシュレットを目的とした補高便座の購入は認められません。本人の 

身体の状態に合わせた購入理由を書いてください。 

 

(７)  居宅介護（介護予防）サービス計画への記載 

福祉用具の購入についても、ケアプランへ必ず明記してください。また、ケア

プランへの記載及び支援経過の記録にあたって、下記の点に必ず気を付けてく

ださい。 

 

・ご利用者様やご家族から確認した内容、サービス提供の予定をケアプランに記

載し、ご利用者様とご家族から同意を得てください。 

  なお、同意日は購入前になるよう気を付けてください。 

・福祉用具購入の理由を明確にし、第２表「サービス内容」に記載してください。 

・福祉用具の名称は正式に記載してください（例 ×椅子→〇シャワーチェア）  
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 付録①  

北海道の指定する介護保険福祉用具貸与・販売事業所一覧（苫小牧市内分） 

（令和４年 2 月.28 日現在） 

 

事業所名称 事業所所在地 電話番号 FAX 番号 

株式会社  

マルキタ家具センター 
有明町２丁目７番 33号 

（０１４４） 

７３-５２５２ 

（０１４４） 

７３-５１７６ 

株式会社 エンパイアー 日新町１丁目２番 17号 
（０１４４） 

７１-０１０２ 

（０１４４） 

７１-０１０３ 

株式会社 開発ストア 明野新町６丁目 28 番 12 号 
（０１４４） 

５５-８４２８ 

（０１４４） 

５５-８４８４ 

株式会社 マルベリー 弥生町２丁目 12番４号 
（０１４４） 

７５-３０８４ 

（０１４４） 

７５-７００１ 

株式会社 

萌福祉サービス 
字錦岡 443 番地 443 

（０１４４） 

８４-１２１２ 

（０１４４） 

８４-１２４４ 

エア・ウォーター・ライ

フサポート株式会社  

苫小牧営業所 

明野新町２丁目１番 14号 
（０１４４） 

５５-８７４１ 

（０１４４） 

５７-５７７３ 

Fa クリエイト株式会社 

介護ショップ そら 
しらかば町４丁目22番13号 

（０１４４） 

８４-８１１７ 

（０１４４） 

８４-８１１０ 

 

※ 上記以外の店舗でも福祉用具の貸与・販売をしていることがありますが、指定

事業所以外の店舗で貸与・購入した場合、介護保険給付の対象外になります。 

 

※ 登録事業所は申請により追加、廃止又は変更になる場合があります。 

介護事業所の登録・変更に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。 

 

北海道保健福祉部 高齢者支援局 

高齢者保健福祉課 事業指定係・事業指導係 

電話 ０１１-２０４-５９３５ 
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 付録②  書類の記載方法 

 

  

苫小牧 太郎 

トマコマイ タロウ 

053-8722 苫小牧市旭町４丁目５番６号 

0144（32）6342 

１１ 2 3 

令和４ ５ ６ 

☑ ☑ 

☑ 

４ ５ １ 

居宅介護支援事業所 〇〇 〇〇 

介護 福子 

苫小牧市旭町△丁目□□-×× 

記載例 

必ず、添付書類①②どちらも一緒

に持参してください。 
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苫小牧 太郎 

居宅介護支援事業所 〇〇 〇〇 

介護 福子 

苫小牧 太郎 

苫小牧市旭町４丁目５番６号 

☆☆介護用品店 

苫小牧市×町〇〇－●● 

旭 ４ ５ ６ 

１１ ２ ３ 

５ ４ 令和４ 

５ １ 令和４ 

トマコマイ タロウ 

販売事業所は、都道府県の

指定事業所であることをご

確認ください。 

（受領委任用申請書／事前申請書） 

令和４ ５ １ 

記載例 
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苫小牧 太郎 

苫小牧市旭町４丁目５番６号 

苫小牧 太郎 

苫小牧市旭町４丁目５番６号 

苫小牧 太郎 

苫小牧市旭町４丁目５番６号 

■■ 

☆☆介護用品店 

苫小牧市×町〇〇－●● 

☆☆介護用品店  

キラキラカイゴヨウヒンテン 

１２３４５６７ 

シャワーチェア 

補高便座 〇〇機器 

■■家具 

☆☆介護用品店 

☆☆介護用品店 

10,000 

30,000 

20,000 

1,000 

2,000 

4 

4 

27,000 

3,000 

①ヘルニアで膝屈伸が困難であるため便座の補高で排せつを可能にする。 

②ヘルニアで膝屈伸と身体保持が困難であるため身体洗浄時に椅子を 

使い、自宅の風呂で自力での身体の洗浄を可能にする。 

４ ５ 

5 

5 4 

4 

６ 

４ ５ ６ 

トマコマイ タロウ 

11 ２ ３ 

記載例 

購入した福祉用具毎に、購入

理由を明確にご記入くださ

い。 

（受領委任用申請書／事後申請書） 

・事前確認書１件につき、支給申請書は１件になります。 

（２件の事前申請書をまとめて、１枚の支給申請書で提出するのは不可） 

・事前確認書の記載内容が変わった場合、すみやかにご連絡ください。 

・申請書は押印不要ですが、見積書、請求書、領収書には押印が必要です。 
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苫小牧 太郎 

苫小牧市旭町４丁目５番６号 

苫小牧 太郎 

苫小牧市旭町４丁目５番６号 

シャワーチェア 

補高便座 〇〇機器 

■■用具 

☆☆介護用品店 

☆☆介護用品店 

10,000 

20,000 

4 

4 

5 

5 

4 

4 

①ヘルニアで膝屈伸が困難であるため便座の補高で排せつを可能にする。 

②ヘルニアで膝屈伸と身体保持が困難であるため身体洗浄時に椅子を 

使い、自宅の風呂で自力での身体の洗浄を可能にする。 

△△△ 

７６５４３２１ 

●● 

トマコマイ タロウ 

苫小牧 太郎 

トマコマイ タロウ 

４ ５ ６ 

１１ ２ ３ 

記載例 

購入した福祉用具毎に、購入

理由を明確にご記入くださ

い。 

 

ご利用者様名義の口座を指定してください。 

利用者本人以外の口座を指定する場合は、「委任状」を添付し

てください。 

販売事業所は指定事業所か 

ご確認ください。 

（償還払用申請書） 
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苫小牧 太郎 

苫小牧市旭町４丁目５番６号 

居宅介護支援事業所 〇〇 〇〇 

介護 福子 

◇◇病院 

●● ● ● 

●● ■ ■ 

●● ○ 

帰宅後は入院前に比較してＡＤＬが著しく低下しており、排せつ、入浴時洗浄を自力で行う 

ようにするため、退院前に福祉用具を購入し、居宅での生活に備える必要がある。 

記載例 

退院（退所）前に福祉用

具を購入する理由を簡

潔に記入してください。 

● 入院・入所中に福祉用具購入の申請をする場合、事前申請時に申請書と 

併せて提出してください。 

支給申請（事後申請）の際に必ず記入してください。 

（退院・退所できない場合は全額自己負担となります。） 

○ 
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苫小牧 太郎 

苫小牧市旭町４丁目５番６号 

苫小牧 花子 

苫小牧市旭町４丁目５番６号 

妻 

苫小牧 花子 

☑ 

記載例 

● 償還払で、振込先に利用者本人以外の口座を指定する場合 

ご利用者様の住所・氏

名を記入し、押印して

ください。 

（代筆の場合は、代筆

者の氏名・続柄を記入

してください。） 

振込先に指定する方の住

所・氏名を記入し、押印

してください。 



                  事業所から寄せられた主な質問

【共通の質問】

質問 回答

新規で認定の申請を行う方の、暫定で
のサービス利用は可能ですか。

認定の結果が出る前でも、ご利用が可能な
場合があります(暫定のご利用)。
新規申請の方は、１次判定の結果が「要支
援１」以上だった場合、地域包括支援セン
ター等が作成した暫定プランに基づき、
サービスのご利用ができます。
 ただし、結果が「非該当」になった場合
は、全額自己負担になります。

福祉用具貸与・購入は、どこの店から
貸与・購入しても良いのですか。

福祉用具貸与・福祉用具購入の事業所は、
各都道府県の登録事業所に限られます。そ
れ以外の事業所で貸与・購入した場合は、
保険給付の対象外になります。
なお、苫小牧市内にある北海道登録事業所
の一覧は、Ｐ２０に書いています。
(令和４年３月３１日現在)

福祉用具貸与・購入の業者は、都道府
県の指定を受けていれば市外の業者で
も利用できますか。

〇可能です。

障がい者手帳を持っています。障がい
者サービスでも、車椅子などの貸与や
福祉用具の購入のサービスを利用でき
ると聞きましたが、どちらを使うこと
になりますか。

６５歳以上の方、又は認定を受けている４
０歳以上の方は、介護サービスを優先して
ご利用いただくことになります。介護サー
ビスの使えないサービスについては、障が
い者サービスを利用することになります。
詳しくは、障がい福祉課又は介護福祉課に
お問い合わせください。

介護のグループホームや特別養護老人
ホームで福祉用具の貸与・購入をする
ことはできますか。

×対象になりません。

本人宅とご家族宅を行き来している利
用者について、2つの家で使うための、
それぞれ福祉用具の貸与・購入するこ
とは可能か

×対象になりません。
原則、住所地又は生活の拠点を置いている
場所での利用のみになります

付録③



【貸与についての質問】

質問 回答

複数の機能を併せ持つ福祉用具は貸与
の対象になりますか。
(例：スロープつきの手すり　など)

〇対象になります

貸与対象の福祉用具と、対象外の品目
の機能を併せ持つ福祉用具は貸与の対
象になりますか。
(例：踏み台つきの手すり　など)

×対象になりません

スライド式の階段昇降機は福祉用具貸
与（レンタル）の対象になりますか

×対象になりません
(住宅改修工事でも、対象になりません)

車椅子を貸与していますが、室内用、
外出用に使い分けをしたいため、もう1
台貸与することはできますか。

明確に使い分ける事が必要な理由があっ
て、ケアプランに位置づけられるのであれ
ば、同一品目を複数台貸与することは可能
です。ただし、入院・通院時のみの場合は
認められません。

普通のベッドしか持っていない方に、
特殊寝台付属品の貸与は可能ですか。

×特殊寝台を持っている、又は何らかの方
法で貸与をしているのでなければ対象にな
りません。

特殊寝台を持っている、又は貸与して
いる方に、追加で特殊寝台付属品の貸
与はサービスの対象ですか。

〇対象になります

電動車いすの貸与の際にバッテリーの
予備も貸与とすることは可能ですか。

通常は対象外になりますが、バッテリーの
予備が必要な理由が明確である場合、ケア
プランに記載の上、可能とします。

ロングショートの方が月に1度自宅へ戻
るときのために車いすと特殊寝台を貸
与しています。貸与品は借りたまま自
宅にありますが、介護保険で算定は可
能ですか。

自宅に戻る予定であれば、算定は可能で
す。ただし、短期入所中は貸与品は返却す
ることが基本になるため、ご利用者様の負
担も含め、ケアマネジャー、福祉用具事業
所間で検討してください。



【軽度者にかかる福祉用具確認申請書についての質問】

質問 回答

要介護１以下で「車いす」または「移
動用リフト」だけ貸与している方がい
ます。軽度者申請は必要ですか。

ケアマネジャーが該当する理由をケアプラ
ンに明記していれば必要ありません。ただ
し、他の福祉用具も貸与する場合は申請が
必要になります。

要介護１以下で軽度者申請を提出して
いた方が、認定更新をして再び要介護
１になりました。継続してサービスを
利用する場合は、軽度者申請は必要で
しょうか。

更新の際には再度提出が必要です。

「医師の診断書」に決まった様式はあ
りますか。

「主治医意見書」以外、定められた様式は
ありません。病院又は居宅介護支援事業所
等で用意したひな型を使っていただければ
大丈夫です。
ただし、「病院名・科名」「日付」「医師
の名前」「医師の所見」「必要な福祉用具
名の種別(貸与する種別全て)」など必要な
情報が明記されていない場合は「ケアプラ
ンに明記されたケアマネジャーの医師への
聞き取りの記録」も必要になります。

「ケアプランに明記されたケアマネ
ジャーの医師への聞き取りの記録」
は、具体的に何をどのように記載し
て、添付すればいいですか。

ケアプランに「医師から確認した利用者の
状況(身体状況など)」「聞き取り日」「病
院・科名」「医師の名前(苗字)」をケアプ
ランに明記し、プランのコピー(第１表～５
表)を提出してください。

暫定でサービスを利用した方の軽度者
申請はいつ提出すればいいですか。

要介護度が決定してから、さかのぼって提
出してください。
（介護度が要介護１以下であることが明確
である場合は、結果が出る前に提出しても
構いません）



質問 回答

新型コロナウィルス対応のため職権区
分変更を行い、認定期間が延長した方
の軽度者申請の取り扱いはどのように
なりますか。

前回の認定期間に軽度者申請を提出してい
る方については、ケアプランに福祉用具が
継続して必要な旨を記載し、必要があった
時に提示してもらえる準備をしていれば、
苫小牧市は提出不要としています。次回の
認定更新・区分変更時に要介護１以下に
なった時に提出してください。
（ただし、今まで軽度者申請を提出してい
なかった方は、提出してください。）



【福祉用具購入についての質問】

質問 回答

福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具
の種目に該当しない機能が含まれる場
合は、どうなりますか。
（例　温水シャワー付きシャワーチェ
アなど）

×対象になりません。
ただし、下記の場合は条件付きで対象とし
ています。

・高齢者の徘徊予防探知機機能がついてい
る商品
（配電・電気機器費用は除外して支給しま
す）

・ウォシュレット付補高便座など、一般的
に普及している商品
（配水・配電費用、工事費等は除外して支
給します）

償還払の時、利用者以外の家族の口座
に振り込み先を指定できますか

〇可能です。
申請の際に委任状を添付してください。

福祉用具を購入した後に被保険者が亡
くなりました。
事後申請をまだ行っていなかったので
すが、申請は可能ですか。

領収日が、死亡日よりも前であれば申請は
可能です。

（領収日が死亡日より後の場合、介護保険
給付資格を喪失しているため、支払いはで
きません）

洋式便器の上に置き、高さを補うもの
ではなく、便座の穴を狭めるための補
高便座は、介護保険の対象となります
か。

×高さを補うものでなければ対象になりま
せん

移動用リフトのつり具を洗濯用に複数
購入することはできるか。

×できません。

今年度、既に移動用リフトのつり具
（スリング）を購入していますが、そ
れだけでは不安定であるため、別の種
類のつり具をもう１点購入することは
可能でしょうか。
（すでに購入している「つり具」と併
用して使用する予定です）

通常、同一種目は１年度に１点しか認めら
れませんが、利用者の身体状況により、必
要なつり具が変わることと、２種類のスリ
ングを併用しなければ「つり具」として効
果が得られないなどの場合、購入を認める
場合があります。事前にご相談ください。


